
第７５号議案 

 

 

町田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年(２０２０年)８月２７日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

町田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１２年３月町田市条例第４４号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１・２ 略 １・２ 略 

 （危険手当に関する措置）  

３ 第６条第１項に規定する場合のうち新型コ

ロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）

附則第１条の２第１項に規定する新型コロナ

ウイルス感染症をいう。）に係る業務で規則

で定めるものに従事した場合の危険手当の支

給については、第６条第２項中「１件」とある

のは「１日」と、「５００円」とあるのは「３，

０００円」と読み替えて、同項の規定を適用

する。 

 

４ 前項の規定は、令和３年１月３１日までの

間で規則で定める日限り、その効力を失う。 

 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町田市職員の特殊勤

務手当に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和２年２月１９

日から適用する。 

 （危険手当の内払） 

２ この条例による改正前の町田市職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「改正前

の条例」という。）の規定により危険手当を支給された職員で改正後の条例附則第３

項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による危険手当の支給

を受けることとなるものについては、改正前の条例の規定により支給された危険手

当は、同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による危険手当



の内払とみなす。 


